
議案第９５号 

 

市川都市計画道路３･４ ･１８号浦安鎌ケ谷線と京成本線（京成 

八幡～鬼越駅間）の立体交差事業 京成本線直下横断部築造工事 

に関する変更施行協定について 

   

市川都市計画道路３・４・１８号浦安鎌ケ谷線と京成本線（京成八幡～鬼越

駅間）の立体交差事業 京成本線直下横断部築造工事施行協定について、次

のとおり変更協定を締結したいので、市議会の議決を求める。 

平成２５年２月１８日提出 

市川市長  大  久  保   博  

 

記  

 

１  件 名  市川都市計画道路３・４・１８号浦安鎌ケ谷線と京成本線 

（ 京 成 八 幡 ～ 鬼 越 駅 間 ）の 立 体 交 差 事 業  京 成 本 線 直 下

横断部築造工事に関する変更施行協定 

２  施 行 場 所  市川市八幡１丁目６番～八幡５丁目８番地先 

３  協 定 金 額  全体協定額   ２，４６９，０００，０００円 

        市川市負担額  ２，４６７，２００，０００円       

４  協定相手方  東京都墨田区押上１丁目１０番３号 

        京成電鉄株式会社 

        取締役社長 三  枝  紀  生  

５  協 定 概 要   市川都市計画道路３・４・１８号と京成本線の立体交差部

の工事に関し、鉄道運行の安全確保と工事の安全管理のた

め、鉄道管理者である京成電鉄株式会社と施行協定を締結

し、鉄道軌道敷直下の横断ボックスカルバート築造工事を

施工しているが、この箇所と接続する南側立坑内ボックス

カルバートの築造および北側擁壁（ポンプ室）の築造工事

を追加委託するものです。 



理  由  

 

  既定予算に基づく都市計画道路３・４・１８号京成線直下横断部築造整

備事業委託について、京成電鉄株式会社との間に施行協定の一部を変更す

る協定を締結したいので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２７号）第２条の規定により

提案するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第９５号の参考１ 

 

市川都市計画道路３･４･１８号浦安鎌ケ谷線と京成本線（京成八幡～鬼越駅間）

の立体交差事業 京成本線直下横断部築造工事に関する変更施行協定書（案） 

 

市川市（以下「甲」という。）と京成電鉄株式会社（以下「乙」という。）

は、平成２２年６月２１日付で締結した市川都市計画道路３･４ ･１８号浦安

鎌ケ谷線と京成本線（京成八幡～鬼越駅間）の立体交差事業 京成本線直下

横断部築造工事施行協定書（以下「施行協定書」という。）について、第７

条に基づき、次のとおり変更施行協定を締結する。 

 

（工事範囲及び工程の変更） 

第１条 施行協定書第２条の工事の範囲について別添「工事施行範囲図」を

「工事施行範囲図（２）」に、工程について別添「工事工程表」を「工

事工程表（２）」に変更する。 

 

（工事内容の追加） 

第２条 施行協定書第３条の工事内容に以下を追加する。 

   ・南側立坑内ボックスカルバートの築造 

   ・北側擁壁の築造 

 

（工事に要する費用及び負担の増額） 

第３条 施行協定書第４条第１項の概算総額に２６３，０００，０００円を、

うち取引に係る消費税相当額に１２，４１７，６０９円を、同条第２項

の甲の負担額に２６３，０００，０００円をそれぞれ増額し、別添「工

事費概算額調書」を「工事費概算額調書（２）」に変更する。 

 

 

 

 



（施設物財産の帰属及び保守・管理の変更） 

第４条 施行協定書第８条の別添「施設物財産帰属図及び保守・管理図」を

「施設物財産帰属図及び保守・管理図（２）」に変更する。 

 

（用地占用の変更） 

第５条 施行協定書第１１条第１項の別添「用地占用範囲図」を「用地占用

範囲図（２）」に変更し、甲、及び乙は、「用地占用範囲図（２）」に

示す範囲について、施設が存続する限り、それぞれ無償で占用できる

ものとする。 

 

 

この変更施行協定締結の証しとして、本書２通を作成し、甲乙記名押印

のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２５年  月   日  

 

 

                千葉県市川市八幡１丁目１番１号 

             甲   市川市 

                代表者 市長 大  久  保   博  

   

 

                東京都墨田区押上１丁目１０番３号 

             乙   京成電鉄株式会社 

                取締役社長  三  枝  紀  生  

 



議案第９５号の参考２ 
 

新旧対照表（議案表題部分） 
 

 変更前 

（平成 22年 6月 11日議決 議案第 7号） 

変更後 

（平成 25 年 2 月定例会上程 議案第 95 号）

件名 市川都市計画道路 3・4・18 号浦安鎌ケ

谷線と京成本線（京成八幡～鬼越駅間）

の立体交差事業 京成本線直下横断部

築造工事施行協定について 

市川都市計画道路 3・4・18 号浦安鎌ケ谷

線と京成本線（京成八幡～鬼越駅間）の立

体交差事業 京成本線直下横断部築造工事

に関する変更施行協定について 

協定金額 

市負担額 

２，２０６，０００，０００円 

２，２０４，２００，０００円 

２，４６９，０００，０００円 

２，４６７，２００，０００円 

協定概要 市川都市計画道路３・４・１８号と京

成本線の立体交差部の工事に関し、鉄

道運行の安全確保と工事の安全管理の

ため、鉄道管理者である京成電鉄株式

会社と施行協定を締結し、鉄道軌道敷

直下の横断ボックスカルバート築造工

事を委託するものです。 

市川都市計画道路３・４・１８号と京成本

線の立体交差部の工事に関し、鉄道運行の

安全確保と工事の安全管理のため、鉄道

管理者である京成電鉄株式会社と施行協定

を締結し、鉄道軌道敷直下の横断ボックス

カルバート築造工事を施工しているが、こ

の箇所と接続する南側立坑内ボックスカル

バートの築造および北側擁壁（ポンプ室）

の築造工事を追加委託するものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



議案第９５号の参考３ 
 

新旧対象表（施行協定抜粋） 
主な 

変更箇所 
変更前 変更後 

協定名称 

 

市川都市計画道路 3･4･18 号浦安鎌

ケ谷線と京成本線（京成八幡～鬼越

駅間）の立体交差事業 京成本線直

下横断部築造工事施行協定 

市川都市計画道路 3･4･18 号浦安鎌ケ谷線

と京成本線（京成八幡～鬼越駅間）の立体

交差事業 京成本線直下横断部築造工事に

関する変更施行協定 

協定前文 市川市（以下『甲』という。）と京

成電鉄株式会社（以下『乙』という。）

は、市川都市計画道路３・４・１８

号浦安鎌ケ谷線と京成本線（京成八

幡～鬼越駅間）の立体交差事業（以

下『工事』という。）について、平

成１４年３月２５日付で締結した

「覚書」に基づき、次のとおり施行

協定を締結する。 

市川市（以下「甲」という。）と京成電鉄

株式会社（以下「乙」という。）は、平成

22 年 6 月 21 日付で締結した市川都市計画

道路 3･4･18 号浦安鎌ケ谷線と京成本線

（京成八幡～鬼越駅間）の立体交差事業 

京成本線直下横断部築造工事施行協定書

（以下「施行協定書」という。）について、

第７条に基づき、次のとおり変更施行協定

を締結する。 

第２条 工事の位置、範囲及び工程は、別紙

図書のとおりとする。 

施行協定書第２条の工事の範囲について別

添「工事施行範囲図」を「工事施行範囲図

（２）」に、工程について別添「工事工程表」

を「工事工程表（２）」に変更する。 

第３条 工事は乙が施行するものとし、その

内容は次のとおりとする。 

・交差部ボックスカルバートの施工  

・鉄道施設の防護 

・踏切（京成八幡第７号踏切道）の

撤去 

施行協定書第３条の工事内容に以下を追加

する。 

・南側立坑内ボックスカルバートの築造 

・北側擁壁の築造 

第４条第１

項 

 

乙が施行する工事に要する費用（以

下『工事費』という。）は、別添工

事費概算額調書のとおり、概算総額

２，２０６，０００千円とし、消費

税相当額９９，５１０千円を含むも

のとする。 

施行協定書第４条第１項の概算総額に

２６３，０００，０００円を、うち取引に

係る消費税相当額に１２，４１７，６０９

円を、それぞれ増額し、別添「工事費概算

額調書」を「工事費概算額調書（２）」に変

更する。 

第４条第２

項 

 

甲 ２，２０４，２００千円 

 

同条第２項の甲の負担額に２６３，０００

千円を増額し、２，４６７，２００千円と

する。 

 



議案第９５号の参考図１ 
 

 

案 内 図 

委託箇所



議案第９５号の参考図２ 
 

平面図（施工範囲図） 
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追加委託範囲 

追加委託範囲 

当初委託範囲 



議案第９５号の参考図３ 
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追加委託部
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当初委託部


